
建設労働者確保育成助成金 

コース 概要 助成額 

認定訓練 

※経費助成 
中小建設事業主等が職業能力開発促進法によ
る認定訓練を行った場合、経費の一部を助成 

対象の建設労働者１人１ヵ月当たり
4,400円など（訓練の課程等によって助
成額が異なります） 

賃金助成 
中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給
で認定訓練を受講させた場合、賃金の一部を
助成 

対象の建設労働者１人１日当たり4,000
円 

技能実習 

経費助成 
中小建設事業主等が雇用する建設労働者に技
能実習を行う場合、登録教習機関等で行う技
能実習を受講させた場合、経費の一部を助成 

技能実習の実施に要した実費相当額の９
割（委託費は７割）。ただし１つの技能
実習について、１人当たり20万円を上限 

賃金助成 
中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給
で技能実習を受講させた場合、賃金の一部を
助成 

１つの技能実習について１人１日当たり
７,000円かつ20日分を上限 

雇用管理制度 整備助成 
中小建設事業主が雇用管理制度を導入・適用
した場合、経費の一部を助成 

導入・適用した雇用管理制度に応じて定
額30万円または40万円 

※若年者に魅力 
ある職場づくり事
業 

経費助成(事業主) 
中小建設事業主が若年労働者の入職や定着を
図ることを目的とした事業を行った場合、経
費の一部を助成 

実施経費の２／３かつ200万円を上限 

経費助成(事業主団体) 
中小建設事業主団体が若年労働者の入職や定
着を図ることを目的とした事業を行った場合、
経費の一部を助成 

実施経費の２／３かつ1,000万円または
2,000万円を上限 

建設広域教育 
訓練 

推進活動経費助成 
広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が建
設工事における作業についての訓練を推進す
る活動を行った場合、経費の一部を助成 

実施経費の２／３かつ4,500万円～9,000
万円を上限 

施設設置等経費助成 
広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が認
定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は
整備を行った場合、経費の一部を助成 

実施経費の１／２かつ３億円を上限 

新分野教育訓練 

経費助成 

中小建設事業主が建設労働者を継続して雇用
しつつ建設業以外の新分野事業に従事させる
ために必要な教育訓練を行う場合、経費の一
部を助成 

実施経費の１／３ 
新分野進出後さらに１／３ 
（新分野教育訓練終了後および新分野事
業進出後それぞれ、１人当たり20万円か
つ１対象教育訓練当たり200万円を上
限） 

賃金助成 

中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給
で建設業以外の新分野事業に従事させるため
に必要な教育訓練を受講させた場合、賃金の
一部を助成 

訓練終了後、新分野進出後それぞれ、１
人１日当たり3,500円かつ40日分を上限 

作業員宿舎等 
設置 

経費助成 
中小建設事業主が被災三県に所在する作業員
宿舎等を貸借した場合、経費の一部を助成 

実施経費の２／３かつ１事業年度当たり
200万円を上限 

助成コース・助成額一覧 

 「建設労働者確保育成助成金」は、建設労働者の雇用の改善、技能の向上をめざす
中小建設事業主や中小建設事業主団体を支援する制度です。建設業における若年労働
者を確保・育成し、技能承継を図り、建設労働者の安定した雇用と能力の開発・向上
を目的としています。 

※印の助成金は、計画書の提出締め切りが7月末までです！まずは、お近くの  
 労働局もしくはハローワークにご相談ください。 



建設労働者確保育成助成金の活用事例 

例えば・・・ 月給３５万円の若年労働者２人に３０日間（１日８時間）の認定訓練（受講料
１０万円）を受講させた場合に雇用する企業にかかる費用  
  ＜賃金総額＞  ３５万円 × ２人 ＝ ７０万円 
  ＜経費総額＞ １０万円 × ２人 ＝ ２０万円 

【企業に対する賃金助成】 
 ①「キャリア形成促進助成金（若年人材育成コース・賃金助成）」  
    １人１時間８００円 × １日８時間 × ２人 × ３０日間 ＝ ３８．４万円 
 ②建設労働者確保育成助成金（認定訓練（賃金助成）） 
    １日４,０００円 × ２人 × ３０日 ＝ ２４万円 

【企業に対する経費（受講料等）助成】 
 ③「キャリア形成促進助成金（若年人材育成コース・経費助成）」  
    １０万円 × ２人 × １／２（助成率） ＝ １０万円 
 
      ①～③合計 ７２．４万円 （自社負担 １７．６万円） 
     

一般建設・土木労働従事者に対して認定訓練を実施 【事例１】 

＜助成メニュー＞  認定訓練（賃金助成） 
 （注） キャリア形成促進助成金又はキャリアアップ助成金の支給を受けていることが必要です 

玉掛け技能、小型移動式クレーン運転技能等の資格の取得 

例えば・・・ 労働者５人に登録教習機関で小型移動式クレーンの技能講習を受講させ
た場合 

講習料金 ： ３万円×５人 ＝ １５万円 
  （注） 講習期間：３日間、１人あたり講習料金：３万円とする 

【企業に対する経費（入学料、受講料等）助成】 
   １５万円 × ０．７（助成率） ＝ １０．５万円 

【企業に対する賃金助成】 ７,０００円 × ５人 × ３日 ＝ １０.５万円 

【事例２】 

＜助成メニュー＞  技能実習（経費助成・賃金助成） 

例えば・・・ 高校生、専門学校生を対象に出前講座を実施した場合 
出前講座の実施経費（講師謝金、旅費、教材費等） ： １５万円 
  （注） 経費によっては、助成金の支給対象とならない場合もあります 

【助成額】 １５万円 × ２／３ ＝ １０万円 

建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動 
の実施（現場見学会、体験学習会、求人合同説明会 等） 

【事例３】 

＜助成メニュー＞  
若年者に魅力ある職場づくり事業（事業主・事業主団体） 

合計 ９０万円 


